
 

 

令和４年８月３１日 

 水管理・国土保全局河川計画課 

令和３年の水害被害額（暫定値※１）は全国で約 3,700 億円 

※1 水害被害額の算出に当たって使用する係数（都道府県別家屋 1 ㎡当たり評価額等）の令和３年単価の設定や都

道府県からの報告内容の更なる精査等を行い、令和４年度末頃に最終的な取りまとめ結果を公表する予定です。 

【１年間の水害被害額の概要】 

〇全国 約 3,700 億円   

〇都道府県別の水害被害額上位３県の水害被害額は、以下のとおり。 

① 佐賀県 （水害被害額：約 680 億円） 

② 福岡県 （水害被害額：約  520 億円）   

③ 広島県 （水害被害額：約  420 億円）   

【主要な水害による水害被害額の概要】 

○令和３年８月の大雨（水害被害額：約 2,400 億円） 
（令和３年８月７日～９月 10 日に生じた豪雨及び秋雨前線豪雨による被害額） 

・日本付近に停滞している前線の活動が活発となり、西日本か

ら東日本の広い範囲で大雨となり、河川の氾濫や、土砂災害

等が発生した。 

・これらにより、佐賀県、福岡県、広島県等の都道府県で、死者 13

人※2、家屋の全壊約 50 棟、半壊約 2 千棟、床上浸水約 4 千棟、床下

浸水約 6 千棟等の被害が発生した。 
 
※2 死者数は、「令和３年８月１１日からの大雨による被害及び消防機関等の対

応状況（第２５報）」（消防庁作成）の数値を使用しており、風害等による

ものを含む数値である。 
 

○令和３年７月１日からの大雨（水害被害額：約 830 億円） 
（令和３年６月 27 日～７月 15 日に生じた梅雨前線豪雨による被害額） 

・梅雨前線が６月末から７月上旬にかけて西日本から東日本に

停滞し、西日本から東北地方の広い範囲で大雨となり、河川

の氾濫や、土砂災害等が発生した。 

・これらにより、島根県、広島県、静岡県等の都道府県で、死者 27

人、行方不明者 2 人※3、家屋の全壊約 60 棟、半壊約 100 棟、床上浸

水約 600 棟、床下浸水約 3千棟等の被害が発生した。 
 
※3 死者・行方不明者数は、「令和３年７月１日からの大雨による被害及び消防

機関等の対応状況（第３６報）」（消防庁作成）の数値を使用しており、風

害等によるものを含む数値である。 
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【 問い合わせ先 】 
水管理・国土保全局 河川計画課 篠田（内線：35312）、三澤（内線：35325） 

電 話 03-5253-8111 ／ 直 通 03-5253-8445 ／ ＦＡＸ 03-5253-1602 

国土交通省では、昭和 36 年より、水害（洪水、内水、高潮、津波、土石流、地すべり等）に

よる被害額等（建物被害額等の直接的な物的被害額等）を暦年単位でとりまとめています。 

令和３年の水害被害額（暫定値）は、全国で約 3,700 億円となり、平成 24年～令和３年の過

去 10 カ年でみると８番目の被害額となっています。 
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【１年間の水害被害額の概要】 

１． 水害被害額※4（暫定値） 

約 3,700 億円 

〔 内 訳 〕 

・一般資産等被害額        約 1,500 億円（構成比 40.0％） 

・公共土木施設被害額       約 2,200 億円（構成比 58.0％） 

・公益事業等被害額          約  93 億円（構成比 2.0％） 

計         約 3,700 億円 

 

（参考）過去 10 カ年の水害被害額 

年 水害被害額 年 水害被害額 

平成 24 年 約 3,500 億円 平成 29 年 約 5,400 億円 

平成 25 年 約 4,000 億円 平成 30 年 約 1兆 4,000 億円 

平成 26 年 約 3,000 億円 令和元年 約 2兆 2,000 億円 

平成 27 年 約 3,900 億円 令和２年 約 6,600 億円 

平成 28 年 約 4,700 億円 令和３年 約 3,700 億円 

 

※4水害被害額には、風害による被害、人的損失、交通機関の運休などによる波及被害、被災した企業の部品・

製品供給機能、本社機能等が損なわれることによる他地域の企業への影響等に係るものは含まれていない。

また、一般資産については被害額そのものを聞き取った結果ではない(調査方法については「参考：水害統計

調査の概要」を参照)。なお、四捨五入の関係で、内訳の合計と水害被害額が一致しない場合がある。 

２． 水害被害の概要（暫定値）   

（１）被害建物棟数   約 15,000 棟 

〔内訳〕 ○全壊・流失    138 棟 ○半 壊   1,765 棟 

○床上浸水  4,494 棟  ○床下浸水   9,000 棟 

計   15,397 棟 

上記の他、地下部分が浸水した建物棟数は 27 棟 

（２）水害区域面積    約 18,000ha 

〔内訳〕 〇宅地・その他  2,939ha  〇農 地  14,813ha  

計   17,752ha 

上記の他、地下の水害区域面積は 0.2ha 
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３．都道府県別水害被害額（暫定値） 

        

 

  都道府県名 水害被害額   都道府県名 水害被害額 

1 北海道 2,705 25 滋賀県 955 

2 青森県 3,939 26 京都府 2,216 

3 岩手県 1,284 27 大阪府 679 

4 宮城県 606 28 兵庫県 602 

5 秋田県 1,985 29 奈良県 37 

6 山形県 370 30 和歌山県 2,003 

7 福島県 480 31 鳥取県 6,942 

8 茨城県 0 32 島根県 39,033 

9 栃木県 87 33 岡山県 1,581 

10 群馬県 648 34 広島県 41,647 

11 埼玉県 6 35 山口県 5,444 

12 千葉県 2,236 36 徳島県 571 

13 東京都 646 37 香川県 133 

14 神奈川県 2,309 38 愛媛県 3,156 

15 新潟県 3,993 39 高知県 5,508 

16 富山県 2,888 40 福岡県 51,624 

17 石川県 593 41 佐賀県 67,653 

18 福井県 3,644 42 長崎県 5,683 

19 山梨県 1,155 43 熊本県 9,257 

20 長野県 26,598 44 大分県 3,664 

21 岐阜県 26,677 45 宮崎県 6,791 

22 静岡県 15,071 46 鹿児島県 13,877 

23 愛知県 886 47 沖縄県 744 

24 三重県 5,717 合  計 374,323 
 

※四捨五入の関係で、内訳の合計と水害被害額が一致しない場合がある。 

 

 

 

 

 

 

（単位：百万円） 
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（参考）都道府県別水害被害額図

３００　～　　　　億円

１００　～　３００億円 

  ５０　～　１００億円

　　　　～　  ５０億円

　　　凡　　　例
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【主要な水害による水害被害額の概要】 

１．令和３年８月の大雨による水害被害額等（暫定値） 

水 害 被 害 額 被 害 の 概 要 

約 2,400 億円 

（令和３年８月７日～９

月 10 日に生じた豪雨

及び秋雨前線豪雨によ

る被害額） 

〔 内 訳 〕 

一般資産等被害額 

約 1,200 億円 

公共土木施設被害額 

約 1,200 億円 

公益事業等被害額 

約 46 億円 

○死傷者数※5 死者 13 名 負傷者 17 名 

○被害建物棟数 10,919 棟  ○水害区域面積 15,628ha 

【 気象概況 】 

・日本付近に停滞している前線に向かって暖かく湿った空気が流れ

込み、前線の活動が活発となった。この影響により、西日本から

東日本の広い範囲で大雨となり、８月11 日からの総降水量が、多

いところで 1400mmを超える記録的な大雨となった。 

・特に、8月12日は、九州北部地方で線状降水帯が発生し、24時間降

水量が多いところで 400mmを超える大雨となり、8月13日は、中国

地方で線状降水帯が発生し、複数の地点で日降水量が８月の値の

１位を更新する等したほか、8月14日は、佐賀県嬉野市で 24 時間

降水量が観測史上１位の値を更新する等、記録的な大雨となった。 

【 被害状況 】 

・令和３年８月の大雨による都道府県別の水害被害額上位3県は、以下のとおり。 

① 佐賀県 （約  680億円） 

② 福岡県 （約  520億円） 

③ 広島県 （約  280億円） 

・国管理の六角川水系六角川、江の川水系江の川等をはじ

め、都道府県管理を合わせて29水系88河川で、河川から

の氾濫等の被害が発生した。  

・また、32都府県で414件の土砂災害が発生し、今回の大

雨により、死者13名、約11,000棟の建物が被災するなど

の被害が発生した。 

※5 死傷者数は、「令和３年８月１１日からの大雨による被害及び消防機関等の対応状況（第２５報）」（消防庁作成）の

数値を使用しており、風害等によるものを含む数値である。 
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２．令和３年７月１日からの大雨による水害被害額等（暫定値） 

水 害 被 害 額 被 害 の 概 要 

約 830 億円 

（令和３年６月 27 日～

７月 15 日に生じた梅

雨前線豪雨による被害

額） 

〔 内 訳 〕 

一般資産等被害額 

約  200 億円 

公共土木施設被害額 

約  600 億円 

公益事業等被害額 

約 30 億円 

○死傷者数※6 死者 27 名 行方不明者 2名 負傷者 12 名 

○被害建物棟数 3,391 棟  ○水害区域面積 1,740ha 

【 気象概況 】 

・梅雨前線が、６月末から７月上旬にかけて西日本から東日本に停

滞した。梅雨前線に向かって暖かく湿った空気が次々と流れ込み、

大気の状態が不安定となったため、西日本から東北地方の広い範

囲で大雨となった。 

・7月1日から3日は、静岡県の複数の地点で72時間降水量の観測史上

１位の値を更新するなど、東海地方や関東地方南部を中心に大雨

となった。7月7日から8日は、中国地方を中心に日降水量が300mm

を超える大雨となった。7月9日から10日は、鹿児島県を中心に総

雨量が500mmを超える大雨となった。7月12日は、1時間降水量の観

測史上１位の値を更新するなど、島根県や鳥取県を中心に大雨と

なった。 

【 被害状況 】 

・令和３年７月１日からの大雨による都道府県別の水害被害額上位3県は、以下のとおり。 

① 島根県 （約 290億円） 

② 広島県 （約  130億円） 

③ 静岡県 （約  130億円） 

・30水系64河川で氾濫や河岸侵食等による被害が発生し

た。  

・今回の大雨により、死者27名、行方不明者２名、

約3,400棟の建物が被災するなどの甚大な被害が

広範囲で発生。 

・274件（土石流等：31件、地すべり：8件、がけ崩れ：235

件）の土砂災害が発生し、特に静岡県熱海市伊豆山の逢

初川で発生した大規模な土石流により、人的被害、住家

被害等の極めて甚大な被害が発生した。 

 

※6 死傷者数は、「令和３年７月１日からの大雨による被害及び消防機関等の対応状況（第３６報）」（消防庁作成）の数

値を使用しており、風害等によるものを含む数値である。 

 土石流による被害（静岡県熱海
あ た み

市） 

沼
ぬ

田
た

川水系天 井
てんじょう

川の堤防決壊 

（広島県三原
み は ら

市） 



 6

【 参考：水害統計調査の概要 】 

１ 調査対象水害 

  調査対象としている水害は次の事象であり、その規模の大小を問わない。 

① 河川に係る洪水、内水、高潮等 

② 海岸に係る高潮、津波、波浪 

③ 土石流、地すべり、急傾斜地の崩壊等      

 

２ 調査の概要 

  水害統計調査は、都道府県を通じて実施する次の３つの調査により構成している。 

 (１)一般資産水害統計調査 

 水害によって生じた一般資産の被害額等を把握するため、浸水深別被害建物棟数、被災世帯

数、被災事業所数等を調査する。なお、一般資産とは、以下の資産を指す。 

① 家屋 ② 家庭用品 ③ 農漁家資産 ④事業所資産 ⑤ 農作物  

(２)公共土木施設水害統計調査 

  水害によって生じた公共土木施設の被害額等を把握するため、被災施設、災害復旧査定額等

を調査する。なお、公共土木施設とは、国土交通省所管、都道府県所管及び市区町村所管の以

下の施設を指す。 

 ① 河川 ② 海岸 ③ 砂防設備 ④ 道路 ⑤ 港湾 ⑥ 下水道 ⑦ 公園 等 

(３)公益事業等水害統計調査 

   水害によって生じた公益事業等施設の被害額等を把握するため、物的被害額、営業停止損失

額等を調査する。なお、公益事業等とは、以下の事業等を指す。 

① 鉄道事業 ② 水道事業 ③ 電力株式会社 ④ ガス事業 等 

 

３ 被害額の算出方法 

  都道府県、市区町村等において調査し、国土交通省水管理・国土保全局に報告された一般資産

水害統計調査等の数値を基に、次の方法により、被害額を算出している。 

 (１)一般資産被害額 

 一般資産水害統計調査の調査結果である浸水深別被害建物棟数等の数値を基に、被害率等の

係数を用いて、次のような計算式により「建物被害額」、「家庭用品被害額」、「事業所資産被害

額」等を算出している。なお、農作物の被害額は、各都道府県からの報告額を合計し、算出し

ている。 

  

《 被害額の計算式：例 》 

 ・家屋被害額＝浸水深別・勾配別被災家屋延床面積×都道府県別家屋１㎡当たり評価額 

×浸水深別・勾配別被害率 

 ・家庭用品被害額＝浸水深別被災世帯数×１世帯当たり家庭用品所有額×浸水深別被害率 

 ・事業所資産被害額＝浸水深別・産業分類別被災事業所従業者数×（産業分類別事業所従業者１

人当たり償却資産評価額×浸水深別償却資産被害率＋産業分類別事業所

従業者１人当たり在庫資産評価額×浸水深別在庫資産被害率）   

(２)公共土木施設被害額 

  公共土木施設水害統計調査の報告額（地方単独事業の災害復旧事業費）の合計に、補助事業

及び直轄事業の災害復旧事業費を加算し、算出している。 

(３)公益事業等被害額 

公益事業等水害統計調査の報告額（物的被害額及び営業停止損失額）を合計し、算出してい

る。営業停止損失額は、営業停止によって生じた売上減少額（水害が発生しなかったとした場

合に通常期待される売上額を基準として算定）を計上しているが、公益事業等によっては、貨

幣換算化が困難であること等の理由により、公益事業等被害額に計上されていない場合があ

る。             
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４ 調査の実施フロー 
 

 


